
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 建設局庁舎移転に伴う電話移転業務 

 契 約 業 者 名 日本電気株式会社 

 随意契約の理由 
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 

 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 本業務は、コンコルディア神戸から建設局総務部、旧道路部等の本庁舎４号館への移転

に伴い、その他部署が現在、入居をしている貿易センタービルからコンコルディア神戸へ

の移転するにあたり、電話機の移設を行うものである。 

 当該事業者は、現在の電話機、電話交換機を設置及び内線網システム等の構築を実施

し、保守業務を担っている。移転作業に必要な内線設定を行うには、現在のシステムサー

バーへのアクセスが不可欠であるが、システム内部情報は当該事業者しか知りえない情報

であり、現在の保守契約においても当該事業者が他者に、その情報を開示するものとはな

っていない。 

上記より、現時点で当該事業を遂行できるのは、当該事業者のみである。 

担当部署 

（問合せ先） 

 

行財政局庁舎課（電話番号078－322－5065） 

 

 

 


